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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
緒
方
林
太
郎
君
提
出
地
方
公
務
員
法
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
会
議
に
お
い
て
配
布
し
た
資
料
に
お
い
て
、
「
ラ
イ
ン
職
」
の
一
般
的
な
定
義
が
記
載
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
た
め
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
平
成
二
十
六
年
五
月
一
日
に
開
催
さ
れ
た
第
一
回
地

方
公
務
員
の
給
与
制
度
の
総
合
的
見
直
し
に
関
す
る
検
討
会
の
人
事
院
説
明
資
料
の
七
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
「
ラ
イ
ン
職
」

に
つ
い
て
、
「
部
下
数
等
の
定
義
を
設
け
」
た
「
部
長
、
課
長
」
の
記
述
が
あ
る
が
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
特
別
職
非
常
勤
職
員
」
と
い
う
。
）

が
こ
の
よ
う
な
職
に
就
く
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。 

二
の
１
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
助
言
」
と
は
、
一
般
に
、
「
か
た
わ
ら
か
ら
言
葉
を
添
え
て
助
け
る
こ
と
（
出
典 

広
辞
苑
）
」
を
意
味
す

る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
地
方
公
務
員
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
に
い
う
「
助
言
」
は
、
地
方
公
共
団

体
の
機
関
等
に
対
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
調
査
」
と
は
、
一
般
に
、
「
あ
る
事
項
を
明
確
に
す
る
た

め
に
し
ら
べ
る
こ
と
（
出
典 

広
辞
苑
）
」
、
「
診
断
」
と
は
、
一
般
に
、
「
医
師
が
患
者
を
診
察
し
て
病
状
を
判
断
す
る



 

２ 

 

こ
と
。
転
じ
て
、
物
事
の
欠
陥
の
有
無
を
し
ら
べ
て
判
断
す
る
こ
と
（
出
典 

広
辞
苑
）
」
、
「
あ
っ
せ
ん
」
と
は
、
一
般

に
、
「
事
が
進
展
す
る
よ
う
、
人
と
人
の
間
を
と
り
も
つ
こ
と
（
出
典 

広
辞
苑
）
」
を
意
味
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と

承
知
し
て
い
る
。 

 
 

な
お
、
法
令
に
お
い
て
は
、
様
々
な
語
を
組
み
合
わ
せ
て
条
文
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
規
範
と
し
て
の
一
定
の
意
味
内
容

を
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
個
々
の
語
に
つ
い
て
は
、
お
尋
ね
の
各
語
の
よ
う
に
、
そ
の
意
味
が
日
本
語

と
し
て
一
般
に
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
定
義
を
し
て
用
い
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。 

二
の
２
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
行
政
機
関
の
意
思
決
定
の
権
限
を
有
す
る
者
が
押
印
、
署
名
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為
を
行
う
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
内
容
を
行
政
機
関
の
意
思
と
し
て
決
定
し
、
又
は
確
認
す
る
行
為
」
は
、
一
般
的
に
は
、
「
助
言
」
、
「
調
査
」
、

「
診
断
」
又
は
「
あ
っ
せ
ん
」
の
い
ず
れ
に
も
当
た
ら
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

二
の
３
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
地
方
自
治
法
第
百
六
十
七
条
第
一
項
で
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
意
味
の
言
葉
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず

し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
六
十
七
条
第
一
項
に
い
う
「
政
策
及



 

３ 

 

び
企
画
を
つ
か
さ
ど
」
る
と
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
（
以
下
「
長
」
と
い
う
。
）
の
命
を
受
け
、
政
策
及
び
企
画
に

つ
い
て
、
長
の
意
向
を
踏
ま
え
て
政
策
判
断
や
関
連
す
る
重
要
な
企
画
を
職
務
と
し
て
担
当
す
る
と
い
う
副
知
事
及
び
副
市

町
村
長
の
職
務
権
限
を
指
し
て
い
る
の
に
対
し
、
地
方
公
務
員
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
に
い
う
「
助
言
」
、
「
調
査
」
及

び
「
診
断
」
並
び
に
地
方
公
務
員
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
三
十
一

年
総
務
省
令
第
三
十
五
号
）
第
一
条
に
い
う
「
斡
旋
」
は
、
特
別
職
非
常
勤
職
員
が
行
う
具
体
的
な
事
務
を
指
し
て
い
る
も

の
で
あ
り
、
「
助
言
」
、
「
調
査
」
、
「
診
断
」
又
は
「
斡
旋
」
の
事
務
の
一
部
と
し
て
「
政
策
及
び
企
画
を
つ
か
さ
ど
」

る
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。 


